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市 民 に 開 か れ た 議 会 、 市 民 参 加 を推 進 す る議 会 を 目指 し、 本 市 議

会 の 基 本 理 念 並 び に 本 市 議 会 及 び 本 市 議 会 議 員 の 活 動 原 則 等 を 定 め

る た め 、 新 た に 条 例 を 制 定 す る も の で あ る。
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附 則

南 相 馬 市 は 、 東 日本 大 震 災 と東 京 電 力 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 事 故

に よ る 甚 大 な 被 害 を 受 け た 。 震 災 と原 子 力 災 害 か ら の 再 興 に は 、 市

民 の 命 と く ら し を 守 る こ と を 基 本 と し、 市 民 に 寄 り添 つ た 市 政 が 何

よ り も大 切 で あ る。

地 方 議 会 は 、 地 方 分 権 の 時 代 に あ つ て 、 二 元 代 表 制 の も と、 地 方

公 共 団 体 の 事 務 執 行 の 監 視 機 能 及 び 政 策 立 案 機 能 を 十 分 発 揮 しな が

ら、 日本 国 憲 法 に 定 め る地 方 自治 の 本 旨 の 実 現 を 目指 す も の で あ る。

南 相 馬 市 議 会 は 、 主 権 を 有 す る市 民 の 代 表 で あ る議 員 に よ っ て 構

成 され る 市 の 意 思 決 定 機 関 で あ る こ とか ら、 自治 体 事 務 の 立 案 、 決

定 、 執 行 、 評 価 に お け る論 点 、 争 点 を 広 く市 民 に 明 らか に す る 責 務

を 全 う し、 市 に お け る 民 主 主 義 の 発 展 と市 民 全 体 の 幸 福 の た め に 活

動 す る も の で あ る。

よ っ て 、 本 市 議 会 は 、 市 民 の 理 解 、 協 力 を 得 る こ と に 努 め 、 議 会

改 革 、 行 財 政 改 革 に も果 敢 に 取 り組 む と共 に 、 議 会 の 公 正 性 と透 明

性 を確 保 す る こ と に よ り、 市 民 に 開 か れ た 議 会 、 市 民 参 加 を 推 進 す

る議 会 を 目指 し、 こ の 条 例 を 制 定 す る。

第 1章  総 則

(目 的 )

第 1条  こ の 条 例 は 、 合 議 制 の 議 事 機 関 で あ る 南 相 馬 市 議 会 (以 下



「議 会 」 とい う。 )の 基 本 理 念 並 び に 議 会 及 び 南 相 馬 市 議 会 議 員

(以 下 「議 員 」 とい う。 )の 活 動 原 則 等 を 定 め る こ と に よ り、 市

民 の 負 託 に 応 え る議 会 を 実 現 し、 も つ て 市 民 福 祉 の 向 上 及 び 市 政

の 進 展 に 資 す る こ と を 目的 とす る。

(基 本 理 念 )

第 2条  議 会 は 、 市 政 に お け る議 事 機 関 と して 、 公 平 か つ 公 正 な 議

論 を 尽 くす と と も に 、 市 民 の 多 様 な 意 見 等 を把 握 し、 市 政 に 反 映

し得 る合 議 体 と して の 特 性 を 最 大 限 に 生 か す こ と に よ り、 真 の 地

方 自治 の 実 現 を 目指 す も の とす る。

(議 会 基 本 条 例 の 尊 重 )

第 3条  議 会 及 び 議 員 は 、 こ の 条 例 の 趣 旨 を 尊 重 し、 議 会 に 関 す る

他 の 条 例 、 規 則 等 の 制 定 又 は 改 廃 に 当 た つ て は 、 こ の 条 例 に 定 め

る事 項 との 整 合 性 を 図 らな け れ ば な ら な い 。

第 2章  議 会 及 び 議 員 の 活 動 原 則

(議 会 の 役 割 及 び 活 動 原 則 )

第 4条  議 会 は 、 選 挙 に よ つ て 選 ば れ た 多 数 の 議 員 で 構 成 され る 合

議 体 で 権 限 を 行 使 す る こ と に 鑑 み 、 主 と して 次 に 掲 げ る役 割 を 担

う も の とす る 。

(1)議 決 す べ き 事 件 に 係 る 議 案 の 審 議 及 び 審 査 に よ り南 相 馬 市

(以 下 「市 」 とい う。 )の 意 思 を 決 定 す る こ と。

12)請 願 の 審 議 及 び 審 査 に よ り議 会 の 意 思 決 定 を 行 うこ と。

椰)市 長 そ の 他 の 執 行 機 関 (以 下 「市 長 等 」 とい う。 )の 事 務 の

管 理 及 び 出 納 を検 査 す る こ と。

に)政 策 立 案 及 び 政 策 提 言 を行 う こ と。

15)意 見 書 の 提 出 、 決 議 等 に よ り、 国 、 福 島 県 、 関 係 機 関 等 (以

下 「国 県 等 」 とい う。 )へ の 意 見 表 明 等 を 行 う こ と。

2 議 会 は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る役 割 を 果 た す た め 、 次 に 掲 げ る原 則

に 基 づ き 活 動 す る も の とす る。

(1)議 会 活 動 に つ い て 、 公 正 を確 保 し、 透 明 性 の 向 上 を 図 る こ と。

闊達 な 議 論 に よ る合 意 形 成 を 目指 して 審 議 及 び 審 査 を 尽

と。

、 市 政 の 課 題 等 の 審 議 及 び 審 査 の 内 容 に つ い て 、 情 報 提

め 、 市 民 へ 説 明 す る こ と。

の 役 割 を 不 断 に 追 求 し、 議 会 の 活 性 化 に継 続 的 に 取 り組
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む こ と。

(議 員 の 役 割 及 び 活 動 原 則 )

第 5条  議 員 は 、 市 民 か ら選 挙 に よ り選 ば れ た 公 職 に あ る者 と して 、

か つ 、 合 議 制 の 議 事 機 関 で あ る議 会 を 構 成 す る一 員 と して 、 次 に

掲 げ る役 割 を 担 う も の とす る 。

(1)前 条 第 1項 第 1号 の 議 案 及 び 同 項 第 2号 の 請 願 (以 下 「議 案

等 」 とい う。 )の 審 議 及 び 審 査 を 行 うこ と。

12)市 の 政 策 形 成 に係 る調 査 研 究 、 立 案 及 び 提 言 を 行 う こ と。

131 市 の 実 情 等 の 把 握 に 努 め 、 市 民 の 多 様 な 意 見 等 を 市 政 に 反 映

させ る こ と。

2 議 員 は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 役 割 を 果 た す た め 、 次 に 掲 げ る原 則

に 基 づ き活 動 す る も の とす る。

(1)市 民 の 多 様 な 意 見 等 を 的 確 に 把 握 し、 市 政 全 体 を 見 据 え た 幅

広 い 視 点 及 び 長 期 的 な 展 望 を 持 つ て 的 確 な 判 断 を 行 う こ と。

12)議 会 が 言 論 の 場 で あ る こ と及 び 合 議 制 の 議 事 機 関 で あ る こ と

を 踏 ま え 、 市 民 の 代 表 と して 自 由闊達 な 議 論 を 行 う等 議 会 で 十

分 な 審 議 及 び 審 査 を 尽 くす こ と。

13)自 らの 資 質 の 向 上 に 不 断 に 努 め る と と も に 、 高 い 倫 理 性 を 常

に 保 持 し、 誠 実 か つ 公 正 に そ の 職 責 を 果 た し、 議 会 及 び 自 らの

活 動 を 市 民 に 分 か りや す く説 明 す る こ と。

(議 員 の 政 治 倫 理 )

第 6条  議 員 は 、 公 職 に あ る者 と して 公 正 か つ 清 廉 を 基 本 姿 勢 と し、

高 い 政 治 倫 理 意 識 の 保 持 に 徹 す る も の とす る。

(会 派 )

第 7条  会 派 は 、 政 治 的 信 条 、 政 策 等 を 共 有 す る複 数 の 議 員 に よ り

結 成 す る こ とが で き る。

2 会 派 は 、 政 策 立 案 及 び 政 策 提 言 に 関 して 会 派 代 表 者 会 議 に よ っ

て 調 整 を 行 い 、 必 要 に 応 じて 、 会 派 (会 派 に 所 属 し な い 議 員 を含

む 。 )間 の 合 意 形 成 を 図 り、 円 滑 か つ 効 果 的 な 議 会 運 営 に 努 め る

も の とす る。

(政 務 活 動 費 )

第 8条  会 派 は 、 議 会 活 動 の 活 性 化 を 図 る た め 、 南 相 馬 市 議 会 政 務

活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 (平 成 18年 南 相 馬 市 条 例 第 7号 )の

規 定 に よ り交 付 を 受 け た 政 務 活 動 費 を 活 用 し、 調 査 研 究 そ の 他 の



活 動 を積 極 的 に 行 う と と も に 、 そ の 適 正 な 執 行 及 び 会 計 帳 簿 、 領

収 書 な ど を 整 備 し、 使 途 の 透 明 性 の 確 保 を 図 る も の とす る。

第 3章  議 会 運 営

(議 会 運 営 の 原 則 )

第 9条  議 会 は 、 そ の 活 動 の 公 正 性 及 び 透 明 性 を 確 保 し、 市 民 に 分

か りや す く、 か つ 、 円 滑 で 効 率 的 な 運 営 を行 う も の とす る。

(委 員 会 活 動 )

第 10条  委 員 会 は 、 議 案 等 の 審 議 及 び 審 査 並 び に そ の 所 管 に 属 す

る 事 務 の 調 査 の 充 実 を 図 る こ とに よ り、 そ の 設 置 目的 が 十 分 に 発

揮 され る よ う積 極 的 に 活 動 を行 う も の とす る。

(調 査 活 動 等 )

第 11条  議 会 は 、 市 長 等 の 事 務 の 執 行 が 適 正 か つ 効 率 的 又 は 効 果

的 に 行 わ れ て い る か に つ い て 、 必 要 に応 じ、 検 査 又 は 調 査 を 行 う

こ とが で き る も の とす る。

(政 策 立 案 及 び 政 策 提 言 )

第 12条  議 会 は 、 市 政 へ 市 民 の 多 様 な 意 見 等 を 反 映 させ 、 も つ て

市 民 福 祉 の 向 上 及 び 市 政 の 進 展 に 寄 与 す る た め 、 積 極 的 な 政 策 立

案 及 び 政 策 提 言 に 努 め る も の とす る。

(議 員 間 の 討 議 )

第 13条  議 会 は 、 言 論 の 場 で あ る こ と を 十 分 に認 識 し、 議 員 相 互

間 の 自 由 な 討 議 を 中 心 に 運 営 され な け れ ば な ら な い 。

2 議 会 は 、 本 会 議 及 び 委 員 会 に お い て 、 議 案 の 審 議 及 び 審 査 に 当

た り結 論 を 出 す 場 合 に あ つ て は 、 合 意 形 成 に 向 け て 議 員 相 互 間 の

議 論 を尽 くす よ う努 め る も の とす る。

第 4章  市 民 と議 会 と の 関係

(市 民 との 関 係 )

第 14条  議 会 は 、 市 民 へ の 情 報 提 供 等 の 広 報 活 動 の 充 実 に よ り、

市 民 に 対 す る説 明 責 任 を 果 た し、 市 民 の 負 託 に 応 え る も の とす る。

2 議 会 は 、 市 民 の 多 様 な 意 見 等 を議 案 等 の 審 議 及 び 審 査 に 反 映 さ

せ る た め 、 公 聴 会 、 参 考 人 の 制 度 等 の 活 用 に 努 め る も の とす る。

(広 報 広 聴 )

第 15条  議 会 は 、 市 民 に 開 か れ た 議 会 を 実 現 す る た め 、 そ の 活 動

に 関 し、 情 報 通 信 技 術 の 活 用 等 多 様 な 手 段 に よ り、 広 報 及 び 広 聴

の 充 実 に 努 め る も の とす る。



2 議 会 は 、 そ の 活 動 に 関 す る広 報 及 び 広 聴 の 内 容 及 び 在 り方 に つ

い て 常 に 検 証 し、 充 実 に 努 め る も の とす る。

(情 報 公 開 )

第 16条  議 会 は 、 市 民 に 対 し情 報 を 公 開 す る こ と を積 極 的 に 進 め

る た め 、 あ らか じめ 会 議 の 日程 等 を 市 民 に 周 知 す る と と も に 、 情

報 通 信 技 術 を 活 用 し、 会 議 等 の 生 中継 及 び 録 画 中継 を 実 施 す る も

の とす る。

2 議 会 は 、 会 派 等 に お け る議 案 等 の 賛 否 を積 極 的 か つ 速 や か に 公

開 す る も の とす る。

第 5章  議 会 と市 長 等 との 関 係

(市 長 等 と の 関 係 )

第 17条  議 事 機 関 で あ る議 会 と執 行 機 関 の 市 長 等 は 、 互 い の 役 割

を 尊 重 しつ つ 、 共 通 の 日標 で あ る 市 民 福 祉 の 向 上 及 び 市 政 の 進 展

に 取 り組 む も の とす る。

(議 決 事 件 の 拡 大 )

第 18条  議 会 は 、 市 長 等 が 提 案 す る重 要 な 政 策 に つ い て 市 民 に 開

か れ た 議 論 を 行 うた め 、 法 第 96条 第 2項 の 規 定 に よ る議 決 事 件

を積 極 的 に 定 め る よ う努 め る も の とす る。

第 6章  議 会 の 災 害 対 応

(災 害 等 発 生 時 の 体 制 の 整 備 )

第 19条  議 会 は 、 大 規 模 災 害 等 か ら、 市 民 の 生 命 、 身 体 及 び 財 産

を保 護 し、 並 び に 市 民 生 活 の 平 穏 を 確 保 す る た め 、 効 果 的 か つ 機

動 的 な 活 動 が 図 られ る よ う議 会 と して の 体 制 の 整 備 に 努 め る も の

とす る。

第 7章  体 制 整 備

(学 識 経 験 者 等 の 活 用 )

第 20条  議 会 は 、 会 議 に お け る 審 議 及 び 審 査 の 充 実 、 市 長 等 の 事

務 に 関 す る調 査 、 政 策 立 案 並 び に 政 策 提 言 に係 る機 能 の 強 化 に 資

す る た め 、 法 第 100条 の 2の 規 定 に 基 づ く学 識 経 験 を 有 す る者

等 に よ る 専 門 的 事 項 に係 る調 査 を 積 極 的 に 活 用 す る も の とす る。

2 議 会 は 、 専 門 的 事 項 に係 る調 査 が 必 要 と認 め る と き は 、 議 決 に

よ り、 学 識 経 験 を 有 す る者 等 に よ り構 成 され る調 査 機 関 を 設 置 す

る こ とが で き る も の とす る。

(研 修 及 び 調 査 研 究 )



第 21条  議 員 は 、 議 案 等 の 審 議 及 び 審 査 並 び に 政 策 立 案 等 に 関 す

る 能 力 の 向 上 の た め 、 積 極 的 に 研 修 及 び 調 査 研 究 に 取 り組 む も の

とす る。

(議 会 事 務 局 )

第 22条  議 会 は 、 議 案 等 の 審 議 及 び 審 査 、 市 長 等 の 事 務 の 執 行 に

対 す る検 査 、 調 査 活 動 及 び 政 策 立 案 等 の 活 動 に係 る機 能 を 強 化 し、

議 会 活 動 を 円 滑 か つ 効 果 的 に 行 うた め 、 議 会 事 務 局 の 機 能 及 び 組

織 体 制 の 充 実 を 図 る も の とす る。

(議 会 図 書 室 )

第 23条  議 会 は 、 議 員 の 調 査 研 究 に 資 す る た め 、 議 会 図 書 室 の 充

実 を 図 る も の とす る。

第 8章  補 則

(検 証 )

第 24条  議 会 は 、 こ の 条 例 の 目的 が 達 成 され て い る か に つ い て 、

常 に 検 証 し、 社 会 情 勢 そ の 他 状 況 の 変 化 を踏 ま え 、 必 要 に 応 じて

議 会 に 関 す る 条 例 等 の 見 直 し を行 う も の とす る。

(委 任 )

第 25条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し必

要 な 事 項 は 、 議 長 が 定 め る。

附  則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日か ら施 行 す る。


